
＜共同学校事務室の組織イメージ＞ 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置校長 

調整担当事務職員 

副室長 

室 長 
学校事務担当校長 

教員支援チーム 給与チーム 総務チーム 

・・・Ａ校校長 

・・・Ａ校統括事務主幹
校長 
・・・Ｂ校事務主幹 

・・・Ａ校事務主査(加配職員) 

連携 

チームリーダー チームリーダー チームリーダー ・・・Ｃ校事務主査 ・・・Ｅ校事務主査 ・・・Ｄ校事務主査 
Ｈ校事務主任 
Ｋ校事務主任 

サブリーダー サブリーダー ・・・Ｆ校事務主査 ・・・Ｇ校事務主査 

Ｌ校事務主任 
Ｉ校事務主任 Ｊ校事務主任 

Ｏ校主事 Ｐ校主事 
Ｍ校主事 Ｎ校事務主任 

Ｑ校主事 

指導・助言        内申 

県教育委員会・教育事務所 

市町教育委員会 

共同学校事務室協議会(必要に応じて設置) 

校長会・教頭会・事務職員会 

助言・連携 

共通理解・連携・運営方針協議・決定 

・給与データの一括入力 

・諸手当現況確認 

・給与関係提出書類の作成

確認 

 

・給与データの作成・送信 

・諸手当の認定事務 等 

 

・学年会計の処理や校内諸会計の検討 

・公務使用する自家用車や教員免許の

更新情報管理 

 

・教科書や学籍関係事務 

・児童生徒名簿の作成 等 

 

 

・旅行命令簿の確認や旅費

計算システムの入力 

・任用書類の確認 

 

・旅行データの一括入力 

・履歴書整理及び管理 等 

E 校 

G 校 

C 校 

O 校 F 校 

N 校 

共同学校事務室 

共同処理している業務 

共同処理している業務 

共同処理している業務 

将来的には・・・ 
将来的には・・・ 

将来的には・・・ 

共同学校事務室で共同処理す

ることで、効率化が図られれば、

校内の教科書や学籍事務の担当

もできるようになるよ。 

学校経営にも積極的に参加で

きるよ。 

共同学校事務室で共同処

理する中で、OJT も頻繁に

行われ、若手のスキルアッ

プが図られるよ。 

複数事務職員で確認でき

るから事務処理の適正化が

図られるよ。 

※各校の事務職員は週１回程度、共同学校事務室（執務室）に集まり共同処理を行います。   静岡県教育委員会 

※共同学校事務室は市町の学校管理規則等に規定されます。室長の在籍校等に執務室を設けます。 


